市が許可権者となる対象鳥獣３７種（鳥類２３種、獣類１４種）

【鳥類】
マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、
ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、キジ、コジュケイ、キジバト、
ヒヨドリ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、
ドバト、ウソ、オナガ

【獣類】
タヌキ、ノイヌ、ノネコ、テン（亜種ツシマテンを除く）、シベリアイタチ、ミンク、
アナグマ、アライグマ、ハクビシン、イノシシ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、
ノウサギ
